
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

教
育
委
員
会
事
務
局

学
校
以
外
の
教
育
機
関

奈
良
県
教
育
委
員
会
所
属
職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
一
年
一
月
奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令

甲
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
月
十
四
日

奈
良
県
教
育
委
員
会
教
育
長

冨

岡

將

人

第
三
条
の
四
中
「
四
十
五
分
、
八
時
間
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
一
時
間
」
を
「
、
一
時
間
」
に

改
め
る
。

「

「

「

休

間

休

間
分

第
四
条
第
三
項
第
一
号
中

時

を

時

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

年

年

」

」

「

「

「

休

間

休

間
分

間

間

間

時

を

時

に
改
め
、
同
項
第
九
号
中

時

を

時

時

介

介

短

短

」

」

」

「

「

間
分

勤

間

勤

間
分

時

に
改
め
、
同
項
第
十
三
号
中

時

を

時

に
改
め
、
同
項
第

替

替

振

振

」

」

」

「

「

「

休

間

休

間
分

休

十
四
号
中

替

時

を

替

時

に
改
め
、
同
項
第
十
五
号
中

振

振

代

」

」

「

休

間
分

を

時

に
改
め
る
。

代

」

」

附
則
第
三
項
及
び
第
四
項
を
削
る
。

「

日
時

間
日

時
間

日

第
二
号
様
式
（
そ
の
一
）
及
び
同
様
式
（
そ
の
二
）
中



「

日
時

間
日

時
間

日
時

間
日

時
間

日
日

時
間

を
」

日
分

日
分

日
日

分
日

分
日

分
日

分

日
日

分

に
改
め
る
。

」

第
四
号
様
式
の
二
中
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

月
日

時
間

月
日

時
間

分

（

）

（

）

「

「

第
五
号
様
式
の
一
の

中

を

に
改
め
、
同
様
式
の

時
時

分

（表）

（表）

」

」

に

と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（注）注
分

単
位

の
取

得
は

年
次

有
給

休
暇

の
残

日
数

の
す

べ
て

を
使

用
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

（

）

、

お
い

て
一

時
間

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

の
み

と
す

る
、

。

「

「

第
五
号
様
式
の
一
の

中

を

に
改
め
る
。

時
時

分

（裏）

」

」

「

「

第
五
号
様
式
の
二
の

中

を

に
改
め
、
同
様
式
の

時
時

分

（表）

（表）

」

」

の

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

（注）

３
分

単
位

の
取

得
は

特
別

休
暇

の
残

日
数

の
す

べ
て

を
使

用
し

よ
う

と
す

る
場

合
に

、

お
い

て
一

時
間

未
満

の
端

数
が

あ
る

場
合

の
み

と
す

る
、

。

「

「

第
五
号
様
式
の
二
の

中

を

に
改
め
る
。

時
時

分

（裏）

」

」

「

「



第
五
号
様
式
の
三
の

及
び

中

を

に
改
め
る
。

時
時

分

（表）

（裏）

」

」
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